
（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 学び直し支援金申請者ファイル（私立） 

行政機関等の名称 石川県知事 

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

総務部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 学び直し支援金の受給資格認定審査を行うため。 

記録項目 
1個人番号、2氏名、3生年月日、4住所、5電話番号、6納税状

況、7公的扶助、8保護者情報、9在学期間 

記録範囲 申請者及び申請者の保護者等 

記録情報の収集方法 本人からの書類の提出及びマイナンバーによる情報照会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

（名 称）石川県総務部総務課 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

（名 称）石川県総務部総務課行政情報サービスセンター 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 

 

 

 

 

 

 

 



（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 教育費負担軽減奨学金の給付ファイル（私立） 

行政機関等の名称 石川県知事 

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

総務部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 教育費負担軽減奨学金の給付に関する事務を行うため。 

記録項目 
1個人番号、2氏名、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6

納税状況、7公的扶助、8保護者情報、9振込先の口座情報 

記録範囲 申請者及び申請者の保護者等 

記録情報の収集方法 
・石川県教育費負担軽減奨学金申請書 

・個人番号カード（写）等貼付台紙 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

（名 称）石川県総務部総務課 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

（名 称）石川県総務部総務課行政情報サービスセンター 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公文書公開請求ファイル 

行政機関等の名称 石川県知事 

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

総務部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
石川県情報公開条例第5条による公文書公開請求に関する事

務を行うため。 

記録項目 

1整理番号、2区分、3年度、4請求申出年月日、5受付窓口、 

6受付日、7住所、8氏名、9請求権者区分、10部名称・所属名

称、11決定期限、12公文書の内容又は件名、13期間延長決定

日、14延長文書番号、15延長期限、16延長理由、17協議年月

日、18決定日等、19文書番号、20決定内容、21非公開理由 

記録範囲 請求者及び請求者の代理人 

記録情報の収集方法 本人・代理人からの請求書の提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

（名 称）石川県総務部総務課行政情報サービスセンター 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

備   考 ― 

 

 

 

 

 

 



（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 保有個人情報開示請求ファイル 

行政機関等の名称 石川県知事 

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

総務部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人情報保護法第76条による保有個人情報の開示請求に関

する事務を行うため。 

記録項目 

1整理番号、2年度、3請求申出年月日、4受付窓口、5区分、 

6住所、7氏名、8部・担当課、9決定期限、10公文書の内容又

は件名、11期間延長決定日、12期間延長文書番号、13延長期

限、14期間延長理由、15協議年月日、16決定日等年月日、 

17文書番号、18決定等内容、19非公開理由 

記録範囲 請求者及び請求者の代理人 

記録情報の収集方法 本人・代理人からの請求書の提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

（名 称）石川県総務部総務課行政情報サービスセンター 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

備   考 ― 

 

 

 

 

 

 



（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 優良納税者等の知事表彰受彰者ファイル 

行政機関等の名称 石川県知事 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 優良納税者等の知事表彰受彰者決定のために利用する。 

記録項目 1氏名 

記録範囲 優良納税者等の知事表彰受彰者 

記録情報の収集方法 県内各地区の納税貯蓄組合連合会からの推薦書の提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）石川県総務部税務課 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

（名 称）石川県総務部総務課行政情報サービスセンター 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 



（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 県たばこ税手持品課税ファイル 

行政機関等の名称 石川県知事 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 県たばこ税の納税義務の適正な履行に資するため。 

記録項目 
1局所番号、2販売店コード、3販売店名、4販売店所在地、5

電話番号 

記録範囲 たばこ税手持品課税の申告者 

記録情報の収集方法 
国税局からたばこ税申告書の送付先リストの提供を受ける

方法による。 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）石川県総務部税務課 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

（名 称）石川県総務部総務課行政情報サービスセンター 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 



（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 軽油引取税調査ファイル 

行政機関等の名称 石川県知事 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

金沢県税事務所、中能登総合事務所税務課 

個人情報ファイルの利用目的 不正軽油に係る調査 

記録項目 
1車両登録番号、2住所、3氏名、4採取場所、5銘柄、6分析結

果 

記録範囲 調査対象者 

記録情報の収集方法 調査対象者からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）金沢県税事務所 

（所在地）〒９２０－８５８５ 金沢市幸町１２－１ 

（名 称）中能登総合事務所税務課 

（所在地）〒９２６－０８５２ 七尾市小島町ニ部３３ 

（名 称）石川県総務部総務課行政情報サービスセンター 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 



（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自動車税商品中古車減免ファイル 

行政機関等の名称 石川県知事 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
中古自動車販売業者が所有する「商品中古自動車」に係る自

動車税（種別割）の減免に関する事務に利用する。 

記録項目 1氏名、2住所、3申請台数、4減免台数、5減免額、6年税額 

記録範囲 
減免申請書を提出した中古自動車販売業を営む個人事業主

及び法人 

記録情報の収集方法 本人からの申請書の提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）石川県総務部税務課 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

（名 称）石川県総務部総務課行政情報サービスセンター 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考 ― 



（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自動車税公益減免ファイル 

行政機関等の名称 石川県知事 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
公益のために直接専用する自動車に係る自動車税（種別割）

の減免に関する事務に利用する。 

記録項目 
1氏名、2住所、3登録番号、4減免額、5使用者、6使用施設

名、7使用目的 

記録範囲 減免申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書の提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）石川県総務部税務課 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

（名 称）石川県総務部総務課行政情報サービスセンター 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考 ― 



（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自動車税利用減免ファイル 

行政機関等の名称 石川県知事 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 

身体障害者等の利用に供するために特別の仕様により製造

され、または構造変更が加えられた自動車に係る自動車税

種別割の減免に関する事務に利用する。 

記録項目 1氏名、2住所、3登録番号、4調定額、5使用目的 

記録範囲 減免申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書の提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）石川県総務部税務課 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

（名 称）石川県総務部総務課行政情報サービスセンター 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考 ― 



（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 不動産取得税徴収猶予対象者ファイル 

行政機関等の名称 石川県知事 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

金沢県税事務所 

個人情報ファイルの利用目的 不動産取得税の納税義務の適正な履行に資するため。 

記録項目 
1氏名、2納税通知番号、3徴収猶予期限、4徴収猶予容認税

額、5減免金額等 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書の提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）金沢県税事務所 

（所在地）〒９２０－８５８５ 金沢市幸町１２－１ 

（名 称）石川県総務部総務課行政情報サービスセンター 

（所在地）〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 


